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か？」といったデモの意図を糺すタイトルが躍った。

20） パキスタンの歴史において、厳しいメディア規制を行ったのはズィヤーウル・ハクなどの軍事政権だけ
ではない。もっともリベラルな存在との印象を受けるズルフィカール・アリー・ブットーは、1972 年の
大統領就任後、体制強化のためにジャーナリストの逮捕や新聞の発禁措置を行った［中野 2014: 169］。

21） 事件後の 4 月 20 日、シャリーフ首相が見舞い、翌日ザルダーリー元大統領が見舞っている。

22） ジャーナリストだった実父がハク政権期に軍政批判を繰り返していた矢先に殺害され、2 人の息子は
ジャーナリストになってからも軍の仕業と批判し続けている。2 人は熱烈な人民党支持者で、弟のアー
ミル・ミールの著作 The True Face of Jehadis は邦訳されている［ミール 2008］。

23） 新聞は発行禁止処分となったが、The News および Jang のネット版は引き続き公開された。なお、ジー
オテレビによる軍批判が続くなか、5 月 14 日の朝の Geo 看板番組「起きなさい、パキスタン」で、婚礼
の放送中に預言者ムハンマドの娘婿アリーを称賛する歌謡が流れ、婚礼当事者とアリーを同列化する宗
教冒涜であるとして大問題となった。この時の女性司会者シャーイスタ・ワヒーディーはすぐに謝罪、
その後国外へ移住した。パキスタン最大の宗教政党、ジャマーアテ・イスラーミーのスィラージュル・
ハク党首（Sirāj al-Ḥaq）も事態の収束期待と発言、事態は収束した。
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特集論文

ネパールの「デモクラシー」を巡って―用語・歴史・現状
　

名和　克郎*

On Nepali “Democracy”: Its Terminology, History, and Status Quo

 
NAWA Katsuo

Abstract

This paper tries to give a preliminary glimpse of the history and status of “democracy” in Nepal. 

After briefly summarizing the political history of Nepal after 1951, I first follow how each 

political regime in Nepal from the latter half of the twentieth century, including the Panchayat 

regime, has defined itself in terms of “democracy,” pointing out that what has been contested 

is what and how the democracy in Nepal should be. Secondly I trace the changing usages 

of prajatantra and loktantra, the two terms used as Nepali equivalents of the English term 

“democracy”, in relation to two other terms, rajtantra (monarchy) and ganatantra (republic). 

Then I briefly review the complexity of “minorities” and minority politics in Nepal, focusing on 

Adivasi Janajati, Dalit, and Madhesi. I also locate the act of voting in Nepal within a wider range 

of political activities from meeting to bandh, touching upon the local functions of political parties 

since 1990 in particular. Finally I give some brief comments on the result of the 2013 Constituent 

Assembly Election, which clearly shows that Nepali people generally supported democracy 

despite their frequent distrust of politicians and political parties.

要旨

本稿は、ネパールにおける「デモクラシー」なるものの歴史と現状について予備的に論じるも

ののである。1951 年以降のネパール現代政治史を概観した後、まず現代ネパールにおける様々

な政体が、いずれも自らを民主的なものと規定してきたことを指摘する。問題はむしろ、ネパー

ルのデモクラシーがどのようなものであるべきかであった。次に、デモクラシーに対応するネ

パール語であるプラジャタントラおよびロクタントラの用法の変遷が、ラージタントラ（王制）、

及びガナタントラ（共和制）との関係も含めて論じられる。ネパールにおける「マイノリティ」

問題の複雑さ、現在ネパールの人々が持ち得る政治的行動の幅を論じた後、2013 年 11 月に行わ
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れた制憲議会選挙の結果について若干の分析を行う。明らかなのは、政党や政治家への広範な不

信感にも拘わらず、大多数のネパールの人々は投票を通じたデモクラシーを支持していることで

ある。

1.  はじめに

ネパールのデモクラシーの現状分析を行うこと、その際、この概念の多義性を踏まえてネパール

におけるデモクラシーの理解にふさわしい形でその定義づけを行い、その上でデモクラシーが定着・

深化しているかを議論すること、が筆者に要求された課題である1）。しかし、20 世紀中葉以降のネ

パール史を踏まえつつ、ネパールにおけるデモクラシーなるものの現状を考えようとするとき、こ

うした試みは出発点で大きな困難に直面せざるを得ない。第一に、インドとは異なり、ネパールは

過去 65 年ほどの間に政治体制の本質的な変革を何度か経験している。しかも、しばしば忘れられて

いるが、20 世紀後半以降いずれの体制も、少なくとも言葉の上では、デモクラシーを全否定するこ

とはなかった。むしろ問われてきたのは、何がデモクラシーなのか、また何がネパールにふさわし

いデモクラシーなのかであった。第二に、「デモクラシー」と訳しうるネパール語の語彙は複数存在

し、そのことが特に 21 世紀に入ってから大きな政治的意味を持った。そもそも、ネパールにおいて

憲法や法律の言語はネパール語であって英語ではない為、ネパールの状況に即してデモクラシーを

定義し、またネパールのデモクラシーの現状を論じるためには、その前にそれなりの基礎作業が必

要となる。

筆者は政治学者ではなく、2013 年の制憲議会選挙の過程を直接この目で見た訳でもない。また、

ネパールのデモクラシーあるいは「民主化」を扱った論考は、「民主化」なるものの一般的過程を自

明視した単純明快なものから、政治学を中心とするデモクラシーに関する近年の理論的展開と南ア

ジアの現状の双方を踏まえた批判的なものまで、既に多数存在している2）。それらを比較検討するだ

けの紙幅は与えられていない。筆者が以下で行うのは、デモクラシーと訳しうるネパール語の諸概

念とその変遷についてネパール語の文脈で概観し、またネパールのデモクラシーの現状理解に不可

欠な幾つかの問題を私なりに整理した上で、ネパールのデモクラシーなるものの現状について若干

の考察を行うことである。

2.  現代ネパール政治史と選挙

まずはネパールの現代政治史を、ごく簡単に一段落でまとめておこう3）。1846 年以来続いたラナ

体制が 1951 年に終焉して以降、過渡的な情況を経て、1959 年 2 月から 4 月にかけて、同年公布さ

れた憲法に基づく下院議会選挙がネパール全土で行われた。その結果、ネパール会議派が圧勝し B. 

P. コイララを首相とする内閣が誕生した。しかしマヘンドラ国王は 1960 年 12 月 15 日に非常大権を

行使しコイララ内閣を解任、政党政治家が一斉に逮捕され、国王親政が敷かれることになった。マ
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れた制憲議会選挙の結果について若干の分析を行う。明らかなのは、政党や政治家への広範な不

信感にも拘わらず、大多数のネパールの人々は投票を通じたデモクラシーを支持していることで

ある。

1.  はじめに

ネパールのデモクラシーの現状分析を行うこと、その際、この概念の多義性を踏まえてネパール

におけるデモクラシーの理解にふさわしい形でその定義づけを行い、その上でデモクラシーが定着・

深化しているかを議論すること、が筆者に要求された課題である1）。しかし、20 世紀中葉以降のネ

パール史を踏まえつつ、ネパールにおけるデモクラシーなるものの現状を考えようとするとき、こ

うした試みは出発点で大きな困難に直面せざるを得ない。第一に、インドとは異なり、ネパールは

過去 65 年ほどの間に政治体制の本質的な変革を何度か経験している。しかも、しばしば忘れられて

いるが、20 世紀後半以降いずれの体制も、少なくとも言葉の上では、デモクラシーを全否定するこ

とはなかった。むしろ問われてきたのは、何がデモクラシーなのか、また何がネパールにふさわし

いデモクラシーなのかであった。第二に、「デモクラシー」と訳しうるネパール語の語彙は複数存在

し、そのことが特に 21 世紀に入ってから大きな政治的意味を持った。そもそも、ネパールにおいて

憲法や法律の言語はネパール語であって英語ではない為、ネパールの状況に即してデモクラシーを

定義し、またネパールのデモクラシーの現状を論じるためには、その前にそれなりの基礎作業が必

要となる。

筆者は政治学者ではなく、2013 年の制憲議会選挙の過程を直接この目で見た訳でもない。また、

ネパールのデモクラシーあるいは「民主化」を扱った論考は、「民主化」なるものの一般的過程を自

明視した単純明快なものから、政治学を中心とするデモクラシーに関する近年の理論的展開と南ア

ジアの現状の双方を踏まえた批判的なものまで、既に多数存在している2）。それらを比較検討するだ

けの紙幅は与えられていない。筆者が以下で行うのは、デモクラシーと訳しうるネパール語の諸概

念とその変遷についてネパール語の文脈で概観し、またネパールのデモクラシーの現状理解に不可

欠な幾つかの問題を私なりに整理した上で、ネパールのデモクラシーなるものの現状について若干

の考察を行うことである。

2.  現代ネパール政治史と選挙

まずはネパールの現代政治史を、ごく簡単に一段落でまとめておこう3）。1846 年以来続いたラナ

体制が 1951 年に終焉して以降、過渡的な情況を経て、1959 年 2 月から 4 月にかけて、同年公布さ

れた憲法に基づく下院議会選挙がネパール全土で行われた。その結果、ネパール会議派が圧勝し B. 

P. コイララを首相とする内閣が誕生した。しかしマヘンドラ国王は 1960 年 12 月 15 日に非常大権を

行使しコイララ内閣を解任、政党政治家が一斉に逮捕され、国王親政が敷かれることになった。マ

71

名和：ネパールの「デモクラシー」を巡って

ヘンドラ国王は 1962 年に新たな憲法を公布し、ネパール王国国民は政党を排除したパンチャーヤト

体制の下に置かれることとなった。しかし 1990 年の民主化運動によりこの体制は終わり、ネパール

は新憲法の下、複数政党制による議会制民主主義を採る立憲君主国となった。この動きを、世界的

な「民主化」の流れと切り離して理解することは出来ない。その後体制は安定するかに思われたが、

1996 年に「人民戦争」を開始したネパール共産党マオイストは急速に勢力を拡大し、ネパール村落

部のかなりの部分を実効支配するに至った。他方 2001 年 6 月の王宮銃撃事件の後、ギャネンドラ新

国王は段階的に権力を掌握し、ついには親政を行うに至ったが、2006 年の第二次民主化運動ないし

人民運動により実権を失った。国王、軍、議会諸政党、マオイストに加え様々な勢力の交渉と調整

の末、2008 年 4 月に制憲議会選挙が行われ、その後の制憲議会でネパールは正式に王国から連邦民

主主義共和国となった。しかし制憲議会は度重なる延長にも拘わらず憲法を制定することなく 2012

年 5 月に解散、2013 年 11 月に再び制憲議会選挙が行われた。2014 年 12 月現在も制憲議会を表舞台

として、憲法制定の為の作業、及び様々な政治的過程が進行している。

ネパールの歴史上、普通選挙権と複数政党の存在を前提とした全国規模の選挙が行われたのは、

1959 年の下院議員選挙が最初である。1990 年憲法下では、1991 年、1994 年、1999 年の 3 回国政選

挙が行われ、選挙結果を反映した政権交代も生じた（ただし、この時期の政権交代の多くは選挙の

結果生じたものではない）。統一地方選挙は 1992 年、1997 年に行われている。この他、2006 年 2 月

に市政選挙が行われているが、これは市部のみの選挙であり、しかもマオイストの妨害と主要政党

のボイコットもあって、投票率 2 割強という失敗に終わった。第二次民主化の後には、2008 年 4 月

と 2013 年 11 月に制憲議会議員選挙が行われた。

だが、ネパールの歴史上、一定年齢以上のほぼ全ての国民が平等に投票を行う機会を得たのは、

以上の選挙のみではない。所謂パンチャーヤト時代においても、それが「パンチャーヤト・デモク

ラシー」として喧伝されたことからも明らかなように、政党を禁止する等の制限を付けた上で、一

人一票の投票が行われていた。パンチャーヤト体制は、村パンチャーヤト及び市町パンチャーヤト、

郡議会、郡パンチャーヤト、県議会、県パンチャーヤト、全国パンチャーヤトという階層構造に加

え、階層・職能組織が存在する複雑な構造を持っていたが、1980 年以前には、国民が直接投票に

よって選ぶのは、最下層の村パンチャーヤト及び市町パンチャーヤトのみであり、国会に相当する

国家パンチャーヤトに至る上位のパンチャーヤトは、何れも下位のパンチャーヤトの成員の一部に

よる間接選挙により選ばれていた。しかしそれでも、20 世紀中葉までネパールの法がカースト・ヒ

エラルキーを前提としたものであったこと［Höfer 1979］を考えれば、カースト、民族、ジェンダー

等の差異に拘わらず、誰もが数年に一度、一人一票の投票権を行使出来るようになったことは、一

種革命的な変化であった［Lecomte-Tilouine 2009: 304］。実際例えば社会人類学者 Patricia Caplan

は、西ネパールのネパール語を母語とするヒンドゥーの村の 1960 年代の政治過程を詳しく分析する

中で、ごく最近まで法律上不可触民とされてきた人々が、村の有力者間の対立の中で、それぞれ一
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票の投票権を持つ存在として政治的に行為していく様を、そこに現れる困難と共に、詳細に記述分

析している［Caplan 1972］。彼女の調査村がネパールの中間山地帯の村としては「不可触民」人口

の割合が高かったことは考慮に入れなければならないが、初期パンチャーヤト時代の選挙は、ネパー

ルの人々に大きな影響を与えるものであり得たのである。

1980 年 5 月には、パンチャーヤト体制を変更しつつ維持するか複数政党制を導入するかの国民投

票があり、公式発表ではパンチャーヤト維持票が 54%を占めた。デモクラシーを標榜したパンチャー

ヤト体制は、その是非を一度は国民の投票に委ねざるを得なかったのである。さらに、この投票を

受けた 1980 年 12 月の憲法改正により国家パンチャーヤト議員が成人普通選挙により選ばれること

になり、1981 年 5 月に第 1回、1986 年 5 月には第 2回の国家パンチャーヤト選挙が行われた。パン

チャーヤト体制が、その公的説明とは異なり決して一枚岩のものではなく、その内部でも激しい権

力を巡る競争・対立が存在しており、投票が多くの場合出来レースでなかったことは、多くの研究

者が指摘する通りである4）。もちろん、パンチャーヤト体制が、政治政党のみならず様々な主張に対

する制限と抑圧を伴うものであったことは、疑うべくもないのではあるが。

ネパールは過去 50 年以上にわたり、何度かの中断を挟みつつも、基本的には数年に一度のペース

で、国政ないし地方レヴェルの選挙を行ってきた。1959 年以降、多くの国民が最も長く投票から遠

ざけられていたのは、実は 1999 年から 2008 年の間なのである。

3.  何が「デモクラシー」なのか～ 4 つの「タントラ」を巡って

国民による普通選挙は、デモクラシーの唯一の構成要件ではないし、恐らくその必要条件でも十

分条件でもない。そしてネパール史の中で、デモクラシーとは何かは、それ自体問題であり続けて

きた。加えて、ネパールにおいて憲法をはじめ法律の正文はネパール語であり、英語は翻訳に過ぎ

ないため、西洋起源の概念であっても、最終的にはネパール語での検討が必要になる。ここで、デ

モクラシーに対応しうるネパール語の単語が複数存在し、そのそれぞれが異なる含意を持つことが、

問題を複雑にしている。実際、デモクラシーの中身を巡る問題と、デモクラシーに対応するネパー

ル語の問題とは、とりわけ 21 世紀に入ってから、複雑に交差することとなったのである。

パンチャーヤト時代、この体制は「パンチャーヤト・デモクラシー」として喧伝された。国王側

が政党を禁止した理由は、直接的には、各政党が国全体のことを考えず自らの利益誘導に走ってい

るという、とりわけ 1990 年以降の歴史を知る者にとってそれ自体としてリアリティがない訳では

ないが、国の恒常的な政治制度を規定するにはいかにも弱い主張であった。当時刊行された「パン

チャーヤト・デモクラシー」に関する政府系のパンフレット類等を見る限り、より強い理由として

主張されていたのは、近年までラナ体制下にあったネパール国民には、西洋的なデモクラシーに移

行する準備が出来ていないという遅れの論理と、ネパールにはネパールの情況に適合的な独自のデ

モクラシーのあり方があるという社会文化的差異の論理であり、とりわけ後者の論理が重要性を持
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票の投票権を持つ存在として政治的に行為していく様を、そこに現れる困難と共に、詳細に記述分
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つことになった 5）。パンチャーヤトというサンスクリット起源の古典的な語を制度の名称に用いた

ことは、それが西洋型デモクラシーとは異なる独自の伝統に基づくものであることを強く印象づけ

た半面、そこで想像された「ネパール」が、南アジア的、ヒンドゥー的伝統を自明の前提としたも

のであったことをも、端的に示すものであった。

さて、これまで「デモクラシー」の語を特に説明することなく用いてきた。確かにパンチャーヤ

ト時代の英文パンフレットを見ると、この体制は「パンチャーヤト・デモクラシー」、さらには「政

党無きパンチャーヤト・デモクラシー」という名の下に喧伝された。ではネパール語では何と呼ば

れていたのかと言えばパンチャーヤティ・プラジャタントラ paṁcāyatī prajātantra と呼ばれていた

のである。ここで、プラジャタントラの語はデモクラシーの同義語として用いられている訳だが、

ネパール王立アカデミー（当時）から 1983 年に刊行された権威ある『ネパール語大辞典』を見る

と、プラジャタントラは「（1）プラジャないし人民 6）により選ばれた人々の代表者により運営される

統治形態、人民代表の手に統治権がある国家形態。（2）人民により人民のために人民の意見・協議に

より運営される統治」（865）となっている。パンチャーヤト体制下のネパールは、当時の体制側の

論理としては、（2）の意味ではなく（1）のとりわけ前半の意味で、プラジャタントラだということに

なる。実際、1962 年憲法は、第 3 条（1）でネパールを王制の（或いは君主制の、原語はラージタン

トリック）ヒンドゥー国家と規定したが、パンチャーヤト制度の整備後に行われたその第一次修正

において、序文及びパンチャーヤト制度を規定した第 19 条以下の各所に、従来無かったプラジャタ

ントリック（プラジャタントラの形容詞形）の語が挿入されている。勿論これは体制側からの見方

であって、パンチャーヤト体制に反対してきた諸政党の立場からすれば、政党を禁止したパンチャー

ヤト体制は真のデモクラシーとは言えない、ということになる。実際、1959 年に政権を取った会議

派の当時の基本原則は、プラジャタントリック・サマージバード（民主社会主義）であった。つま

り、1990 年以前においては、何が「プラジャタントラ」であるのかが、主たる抗争点であったので

ある。

1990 年民主化運動により複数政党の存在を前提とした普通選挙が復活し、ネパールが民主的（プ

ラジャタントリック）立憲王国となって以降、パンチャーヤト制度は真のデモクラシーではなく、

1990 年以降の体制こそが真のデモクラシー＝プラジャタントラだ、という理解が一般化した。しか

し、プラジャタントラの語が、全ての人々に同じように理解されていた訳ではない。第一に、王党

派、パンチャーヤト体制支持派の流れを汲む政党が、党名を国民民主党（ラーシュトリヤ・プラジャ

タントラ・パーティ）としていることが注目される。これは、その後のネパール政治の展開を考え

ると極めて適切な命名であった。より重要なのは、プラジャタントラという語自体に対する反対の

声が挙がったことである。問題にされたのは「プラジャ」という語であった。この語は、「人民」と

訳しうる語であるが、王に対する「臣民」という含意を持ちうる7）。そのため君主制に反対する人々

は、デモクラシーの語がプラジャタントラと訳されることに反対するようになった。例えば、マオ
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イストが「人民戦争」を開始する直前、統一人民戦線議長バブラム・バッタライ名で当時の S. B. デ

ウバ首相に宛てて出された有名な 40 項目要求において、英訳ではデモクラシー或いはその派生語が

用いられている全ての箇所において、プラジャタントラの語は用いられず、ジャナタントラ或いは

ジャナガナタントラという語が用いられている8）。だが、ここで問題は「ガナタントラ」という語

がリパブリックの訳として広く使われていたことである。逆に言えば、ネパール語の分脈で見ると、

マオイストが問うたのは、ラージタントラ（王制）かガナタントラ（共和制）か、という選択でも

あった。

他方、主要政党の政治家や支持者達は、21 世紀に入ってもプラジャタントラの語を錦の御旗とし

て用いていた。2004 年 3 月、筆者はカトマンドゥで行われた主要議会政党が集まった街頭政治集会

を観に行った。ネパールのシュプレヒコールは、ジンダーバードとムルダーバードの対立を基軸と

する、南アジアに広く見られるタイプのもので、この集会でも「独裁的（ニランクーシュ）ラージ

タントラ打倒」といったスローガンが聞かれたが、クライマックスで先導者が絶叫調で叫んだのは、

「プラジャタントラ万歳」であった。国王が議会を停止し段階的に権力を自らに集中していくなかで、

多くの議会政党活動家にとって、再びプラジャタントラと独裁的ラージタントラとが対立する概念

となった。なお、このデモで形容詞無しの「ラージタントラ打倒」が叫ばれることはなかった。

しかしその後、この語は急速に用いられなくなる9）。プラジャに含まれる「王の臣民」という含意

が、ラージタントラに対抗して議会制民主主義の復活を求める運動の中で、いかにも場違いなもの

と見做されるようになったことが大きな要因であろう。プラジャタントラが民主主義の訳語として

ふさわしくないとすれば、どのような語を使うべきか。一つの候補は、ジャナタントラ或いはガナ

タントラであるが、これらの語は既にマオイストが用いており、さらにガナタントラの語は「リパ

ブリック」の訳語として定着していたため、デモクラシーの訳語として用いるには適切とは言い難

い。加えて、当時の状況でガナタントラを主張することは、ギャネンドラとその政治への批判に止

まらず王制自体を廃止せよと要求することに等しく、これは多くの政治家にとっていかにも強すぎ

る主張であった。そこで現れたのが、ロクタントラという語である。プラジャもロクもジャナもガ

ナも「人々」と訳しうる語であるがそれぞれ含意は異なる。1990 年代に刊行された、ネパール語の

項目に英訳とネパール語の解説を付した法学辞典［Shrestha 2056vs］を見ると、プラジャタントラ

（Democracy）、ラージタントラ（Monarchy）、ガナタントラ（Republic）の説明はあるが、ロクタ

ントラは採られていない10）。この語は恐らく、ネパールの法や行政において、公式には使われてい

なかった語なのである。それだけに、「臣民」という含意を含まず、また王の全く存在しない共和制

を直接意味する訳ではない（しかもジャナタントラと異なりマオイストの主要なスローガンとなっ

ていない）ロクタントラの語は、議会制民主主義の復活を要求する当時の諸政党にとって、デモク

ラシーの訳語として適切なものであった。他方ギャネンドラ国王（当時）は 2006 年 2 月に市政選

挙を強行したが、これは治安状況に加えて主要政党のボイコット等もあり明らかな失敗に終わった。
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挙を強行したが、これは治安状況に加えて主要政党のボイコット等もあり明らかな失敗に終わった。

75

名和：ネパールの「デモクラシー」を巡って

ギャネンドラが行おうとしたのはプラジャタントラの確認であり、それ故人心がロクタントラへと

向かっている情況では機能しようもないものであった、と言えるかも知れない。

本節で議論してきた幾つかの語の意味領域は、2006 年から 2008 年の制憲議会選挙に至る政治過

程の中で、現在に至る形で確定してゆくことになる。ラージタントラは王制ないし君主制を、ガナ

タントラは共和制を意味する。ロクタントラはデモクラシーを意味する語として、ネパール国家に

よっても、また多くの政党によっても用いられるようになった。他方、かつてデモクラシーの自動

的な翻訳語であったプラジャタントラは、国王を戴くデモクラシーという強い含意を持つ語となっ

た。保守政党であるラーシュトラ・プラジャタントラ・パーティが、現在まで党名にこの語を用い

ているのはその為である。実際、2008 年制憲議会選挙の際プラジャタントラの語を前面に出した主

要政党は、国民民主党及びそこから分裂した諸政党のみであった。そして第一回制憲議会選挙後の

制憲議会において、ネパールは、ネパール連邦民主共和国（サンギーヤ・ロクタントリック・ガナ

タントラ・ネパール）となったのである11）。

4.  「マイノリティ」の諸相

ネパールにおける複数政党制のデモクラシーは、1959 年からの約 2年間を除くと、1990 年に制度

として確立した。だが、こうした制度が国民の平等を直ちに保証するという議論に対しては、国内

の言語的文化的多様性を考慮しなければマイノリティが不平等な扱いを受けることになる、という

強い批判が存在する12）。では、1990 年以降、憲法に「多民族」「多言語」の国家であることを謳い、

2006 年暫定憲法でそれに「多宗教」「多文化」の語を加えたネパールは、この問題にどう対処して

きたのだろうか。

ネパールの内的多様性は、1990 年民主化時点で、とりわけネパール語を伝統的母語とせず、ヒ

ンドゥー教を自分達の宗教としてこなかった人々の間で既に問題化されていた。1990 年憲法が、ネ

パールを「多民族、多言語」の立憲民主主義ヒンドゥー王国と規定したのはそのためである。しか

しマイノリティの主張の多くは、1990 年憲法制定過程で実質的には黙殺された［Hutt 1994; Lawoti 

(ed.) 2007: 48–72］。実際、広く一般から新憲法に関する提案を募集した憲法勧告委員会の議長は後

に、ほとんど全ての提案が言語的、宗教的、民族的、地域的問題に関するものであったことに触れ、

こうした「周辺的」な問題に議論が集中したのは「不幸な」ことだったと述べたという［Hutt 1994: 

35–36］。当時の中央のエリートの多くはそもそも問題自体を理解していなかった、と言った方が実

体に近いかも知れない。

さて、ここで問題なのは、ネパールの人々を、単純なマジョリティ・マイノリティの二分法で論

じるのが極めて困難だという事実である。既に多方面から議論が蓄積されている論点であるが、改

めて簡単にまとめて置こう13）。近現代ネパールにおいて支配的であった人々は、主にネパール語を

母語とするヒンドゥー高カーストの出身である14）。勿論、人口の約 3割を占めるネパール語を母語
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とするヒンドゥー高カーストの全てがエリートであった訳ではなく、その大半は決して裕福ではな

い農民であった。対してマイノリティはそれ以外の人々だと言えるが、その構成は複雑であり単純

な焦点を結ばない。ごく図式的に言うと、従来ヒンドゥー社会の枠外にいた諸民族がヒンドゥーの

人々に対して、かつて不可触民扱いされてきた人々が高カーストに対して、そして平野部（タライ）

の住人がネパール山地部の住人に対して、それぞれ対立するという三つの対立が見られる。そして、

1990 年以降、それぞれの「マイノリティ」は新たな用語で自らを再規定し、運動を展開した。諸民

族は自らをジャナジャーティ（後には先住民運動の影響を受けてアーディバーシー・ジャナジャー

ティ）として、不可触民扱いされてきた人々は自らをダリトとして再規定し、タライの住民は、従

来ネパール語による侮蔑語でもあったマデシを運動における自称として用いるようになった。

勿論、全ての当事者がこうした新たな用語の使用に賛成している訳ではない15）。さらに問題なの

は、これら三つのマイノリティの間の関係が複雑で入り組んだものとなっていることである。ジャ

ナジャーティにとっては、ダリトもマデシも、基本的にはヒンドゥー世界の住人であり、自分達と

は異なる存在である。ダリトにとっては、ヒンドゥー高カーストのみならずジャナジャーティの人々

の多くも、竈のある部屋に入れない、相互的な共食を避けるといった形で、自分達を差別してきた

存在である。そしてマデシにとっては、高カーストであれダリトであれジャナジャーティであれ、

中間山地帯やヒマラヤ地域の人々は、自分達を「インド人」、二級市民として扱ってきた人々である。

加えて、ジャナジャーティ、ダリト、マデシの境界自体明確ではない。内部にカースト制度を抱え

るネワールの低カーストはダリトなのかジャナジャーティなのか、タライのジャングル地帯を故地

とするタルーはマデシなのかジャナジャーティなのか、タライのダリトはマデシとダリトのどちら

の運動によりコミットしていくのか。こうした問題を孕みつつ、ネパールのマイノリティ・ポリティ

クスは展開することとなった。

「マイノリティ・ポリティクス」という語を用いたが、注意すべきは、1990 年憲法 112 条 3 項が、

特定の宗教、共同体、カースト、民族、宗教に基づく政党は選挙管理委員会により認められない、と

明確に定めており、また実際 1991 年以降の選挙でこの条項により認められなかった政党が存在する

ことである。タライを基盤とするサドバーヴァナ（友愛）党のように実質的に地域色を残しつつ議会

に議員を送り込んだ政党もあるが、それらも 2006 年以前には広範な支持を得ることは出来ず、ジャ

ナジャーティ、ダリトの活動家の多くは、政党とは別の形で団体を形成し、運動を展開していった。

1996 年以降、様々な帰属カテゴリーに属するマイノリティの人々を狭義の政治の世界に動員して

いったのは、マオイストであった。マオイストの「人民戦争」は、基本的には階級闘争の論理に基

づくものであったが、彼らは当初から、階級的支配からの解放（ムクタ）のみならず、ジェンダー、

宗教、カースト、民族、地域、等々の解放をも要求し、これによってより広範な層からの支持を取

り付けることに成功した。実際マオイストは、それが常に十分な実体を持ったものであったとは言

えないとしても、2004 年に民族名を冠した複数の自治区の人民政府を樹立している。他方、こうし
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た様々なマイノリティの解放を目指してマオイストの活動に加わった活動家のかなりの部分は、マ

デシ人権フォーラムのウペーンドラ・ヤーダヴのように、後に自らのマイノリティ問題に特化した

運動へと移っていった。

2006 年 4 月から 2008 年 4 月の制憲議会選挙に至る複雑で緊迫した交渉過程において、マイノリ

ティを巡る問題は議論の一つの焦点となった。この時期決定的な重要性を持った国連諸機関からの

支援について言えば、「人民戦争」が階級闘争を主要な名目としていたにも拘わらず、UNDPが派

遣した憲法助言支援団で中心的な役割を果たした Yash Ghaiが多民族国家を専門とする憲法学者で

あったことは、その後の問題を先取りしつつ構成するものだったと言えるだろう。他方政治家達は、

制憲議会選挙が行われる前に、早々とネパールが連邦共和制を取るべきことを決定した。マデシ

（マデシュに住む人）諸政党は、2008 年 1 月から 2月に、「一つのマデシュ、一つの州」をスローガ

ンにタライを中心にゼネストを含む大規模な抗議行動を行い、多くの人々の生活に重大な影響を与

えると共に、暫定政府から大きな譲歩を引き出した。そして第一次制憲議会において、マデシ諸政

党は、ネパール共産党マオイスト、ネパール会議派、ネパール共産党統一マルクスレーニン主義派

（UML）に次ぐ第四勢力として、重要な位置を占めることとなった。他方、ジャナジャーティやダ

リトの政党が制憲議会で大きな力を持つという事態は、現在までのところ生じていない。その理由

の一部は、複雑な人口構成と、ネパールの地方自治体はインドの州のような強い権限を持たず、最

終的に国政レヴェルの政治状況に大きく影響されざるを得ないことに求められよう。

この時期以降、ネパールで大きな重要性を持った語が「包摂（inclusion）」と、その新たなネパー

ル語訳としてのサマーベーシーカランである。一方で憲法制定過程における連邦制や所謂アファー

マティブ・アクションを巡る問題と、他方で国際援助絡みの言説と結びつく形で急速に用いられる

ようになったこの語は、ジャナジャーティ、ダリト、マデシ、或いは宗教、ジェンダーといった

文脈で用いられることが非常に多かった。この語を巡る諸問題について詳細に論じる紙幅はないの

で16）、ここでは、「包摂」を論じる人と「包摂」される人との間にずれが存在すること、この語の使

用に否定的な一部論者の議論に反して、この語がネパールという全体を自明の前提とした形で用い

られていること、及び、誰をどのように包摂するかが恐らく最大の実質的な問題であり、多様なマ

イノリティが様々に異なる形で「排除」されてきたことは確かであるにも拘わらず、全ての「マイ

ノリティ」の「包摂」への具体的要求を全面的に受け入れることは、相互の要求がかち合うために、

不可能であること、を指摘するに止める。

5.  バンダ、集会、政党、投票

複数政党の存在を前提とした普通選挙を規定した 1990 年憲法以降、ネパール社会における諸問

題は、各政党によって取り上げられ、議会において議論され、解決されていく筈であった。しか

し、こうした回路が十分に機能してこなかったことは、1990 年以降のネパール政治の展開を見て
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も、頻々と開かれるデモやゼネスト（政党が呼びかけるものもあるが、そうでないものも多い）を

見ても、また国家に対する「抵抗」や、所謂 Contentious Politics を主題とする重要な論集が複数刊

行されていることからも［Gellner (ed.) 2003; Lawoti (ed.) 2007; Lecomte-Tilouine and Dollfus (eds.) 

2003］、明らかである17）。前項で論じた帰属範疇に関わる問題以外にも、人々は様々な形で、選挙と

それにより選ばれた議員による議会という回路を経ずに、政治的要求を行っている。パルタ・チャ

タジーの「政治社会」論［Chatterjee 2004; cf. Fujikura 2013］が想起される事態であるが、ここで

はネパールの情況を大まかに提示する試みに集中したい18）。

政党によって吸い上げられなかった要求を広く主張するためには、とりあえずはフォーマルな政

治過程の外部において、それを問題化せざるを得ない。ネパールでは、通常の集会やデモンストレー

ションからチャッカ・ジャム（交通遮断）、バンダ（ゼネスト）に至る様々な手段がかねてより存在

したが、とりわけ 21 世紀に入ると、これらが様々な人々により頻々と用いられるようになった19）。

その中には、政党によるもの、また 2008 年初頭のタライのバンダに典型的な、何らかの帰属範疇に

基づくものも多いが、労働組合はもとより、例えば交通事故の被害者の関係者達が、警察が動かな

いのに業を煮やして主要道路を数日封鎖する、といったことも生じた。本来保証されている筈の権

利を要求するために抗議活動が行われるこうした情況を、Genevieve Lakier［2007］は、非リベラ

ル・デモクラシーと呼んでいる20）。

こうした運動形態が、従来無視されてきた人々の主張を知らしめる機能を果たし得ることは間

違いない。西ネパールのカマイヤの運動［Fuijkura 2007, 2014: 248–254; Lakier 2007］は、従来

無視されてきた人々に解放をもたらした一つの典型的な例だと言えるだろう。他方こうした運動形

態は条件さえ整っていれば誰でも採用可能であり、必ずしも弱者の武器である訳ではない。実際、

Lakier［2007］が公共交通の業界団体の例に沿って述べているように、こうした運動は、法に反し

て既得権を守るためにも行われてきた 21）。加えて、チャッカ・ジャムやバンダは多くの人々の生活

に影響を与えるものであり、とりわけバンダの場合、それに従わない店や車は投石等の対象となる

可能性が高いため、大多数の人々は少なくとも表向きバンダの呼びかけに応じざるを得ない。その

ため逆に、「確かにバンダは行われたが、これは強制されたもので、多くの人々は当該の主張を支持

していない」という反論は、それが実際どの程度妥当するかは兎も角、形としては常に可能である。

こうした批判を避けるには、人々全員に語らせ、意見を集約するという手段が最も確実である。

そして、それを少なくとも形式上行うことがあったのは、「人民戦争」期のマオイストだった。極西

部ネパールのチャングル村の場合、村人達の語るところでは、マオイストが村に来た時丁度村の主

だった男性達がチベットに行ってしまっており、人々は彼らが帰ってくるまで待ってくれるよう頼

んだのだが、マオイストは、全ての人が発言することが重要だと主張して、集会が行われた。マオ

イストは様々なことを提案したが、それを全て押しつけることはなく、例えば酒の禁止のように、

村人の多くが理由を説明しつつ反対した提案は撤回されたという（名和 刊行予定）。
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マオイストがこうした集会を開いた背景には、自分達の運動は抑圧された民衆の欲求と基本的に

は一致しており、人々自身に語らせる形で集会を開けば自分達の方針が受け入れられる筈だ、とい

う前提がある。そしてマオイストが、その主張により、また歌や踊りを駆使した宣伝によって、多

くの支持者を獲得したことも間違いない［小倉 2007; Shneiderman 2010等］。他方、マオイストは

ネパールの多くの村々に、武器を持った外部者として登場した 22）。従来の村の有力者や政党活動家、

NGO活動家等は、実質上多額の寄付を強要されたり、村から追い出されたりする場合が多かった。
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て、第一党が敗れ、政権交代が生じていることである。このことは、部分的には、1990 年以降の政

治的経済的社会的状況において、どの政府も、しばしば相互に対立する多様な人々の要求に十分に

応えられなかったことの反映と捉えることが出来るだろう。もう一つ重要なのは、1990 年以降のネ

パールの選挙が、2006 年の地方選を例外として、多くの不正の報告や敗れた陣営からの批判にも拘

わらず、全体としては成功裏に行われてきたように見える、という点である27）。

6.  第 2 回制憲議会選挙を巡って

2013 年 11 月 19 日、制憲議会解散後の様々な交渉の結果、最高裁長官を首班とする選挙管理内閣

の下で 2回目の制憲議会選挙が行われた。その結果、20 世紀中葉以来の歴史を持ち、1990 年民主化

以降の主要な議会政党であったネパール会議派とネパール共産党 UMLがそれぞれ第 1党、第 2党

となる一方、2008 年制憲議会選挙で第一党だったネパール共産党（統一マオイスト）は大きく議席

を減らし、2政党より遙かに議席数の少ない第 3党になった。マデシ諸政党が議席を減らした一方、

パンチャーヤト時代からの流れを汲む国民民主党系の保守諸政党が議席を増やした。ジャナジャー

ティやダリトを中核とする諸政党が躍進することもなかった。

選挙結果については既に様々な分析が行われており［e.g. Gellner 2014; Lal 2014; Shrestha 2014］、

筆者がつけ加えるべきことはあまりない。この選挙は第一にマオイストが負けた選挙であり、その

要因は、政権運営の失敗や憲法が出来なかったこと自体から、一部幹部の豪勢な暮らしぶり、傘下

の Young Communist Leagueの暴力的活動への批判、バイディヤ派の分裂、さらに「人民戦争」を

闘った者達に十分報いてこなかったことまで、様々指摘されている［Kharel 2013; Shrestha 2014

等］。他方、選挙結果にある程度の右傾化傾向、或いは 2006 年以降の「包摂」へ動きの減速を、見

る論者も多い［Gellner 2014; Lal 2014等］。確かに今回勝利した 2政党は、アイデンティティに基

盤を置く連邦制に反対し、敗北したマオイストはそれに賛成していた。それが人々の投票にどれだ

け影響を与えたかはそれほどはっきりしないが、とりわけネパール語を母語とするヒンドゥー高カー

ストのエリートの間には、今回の選挙結果をもってアイデンティティに基盤を置く連邦制を否定す

べきだという声が広く存在するようである28）。確かなのは、今回の制憲議会選挙で様々なマイノリ

ティの議員の割合が概ね低下していること、にも拘わらず 1990 年代よりもはるかに多くの「マイノ

リティ」が議員となっていることである。

今回の選挙を比例区に関して見ると、会議派も UMLも約 4分の 1の票を得たに過ぎない。両政

党の第 1回制憲議会での比例区の得票率が 20%台前半であったことからすれば、大躍進とは言い難

い結果である29）。そもそも、地方レヴェルで派閥と主要政党が結びつき、それが諸利権の獲得を目

指して争うという構造が変わらないとすれば、近い将来の選挙で特定の政党が過半数に近い国民の

支持を得ることは考えにくい。勿論、こうした派閥の構造自体が、まかりなりにも「包摂」の方向

に社会が動き、またますます多くのネパール人が海外出稼ぎにいく中で、どの程度維持されていく
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かは、不透明ではあるのだが。

Amanda Snellinger［2013］は、パルサ郡での調査に基づいて、多くの有権者は政党が公約する憲

法の内容より身近な生活への選挙結果の影響に関心があり、候補者や政党もこの傾向を助長してい

ること、多くの人々は成果の伴わない政治家同士の非難合戦に飽き飽きしており、小選挙区では自

らの実利的利益に結びつく候補者に、比例代表ではより広い見地から投票する、という批判的な戦

略を採る者が多いことを論じている。これは一地域の状況に基づく指摘であるが、アイデンティティ

に基盤を置くものを含む多くの小政党が比例区からのみ制憲議会議員を送り出していることは、こ

の分析がより広い範囲で当て嵌まる可能性を示す。ただしこうした戦略は、小選挙区と比例代表の

並立という現状の選挙制度を前提としている。言い換えれば、今後のネパールの国政レヴェルの政

党勢力地図は、書かれる筈の新憲法下での選挙制度の設計に、非常に大きく依存している。

最後に本特集との関係で最も重要なのは、Gellner［2014］も指摘する通り、2013 年制憲議会選挙

が 78%を越える投票率で成功裏に行われた事自体である30）。このことは、選挙実施に反対したマオ

イスト・バイディヤ派等の主張に反して、大多数のネパール国民が、選挙の実施を支持したことを

意味する。私自身は、多くのコメンテーターがするように［e.g. Gellner 2014］、個々の投票の集積

を単一の意志を持った国民なるものの意志であるかのごとく擬人化して語ることに反対である。選

挙結果のかなりの部分は、村落部の基本的な政治構造と、国政選挙において政権政党が票を減らす

一般的傾向（両者は関連している）、そして一人 2 票の選挙制度によって、説明出来るように思われ

る。しかし、少なくともネパールの大多数の有権者が、それなりの希望と批判を持って今回の投票

に赴き、ロクタントラ＝デモクラシーを自ら実践したことは確かである。

 

註

1） 本稿の草稿に詳細なコメントを下さった石井溥先生、及び 2 名の匿名の査読者の先生方に改めて感謝申
し上げる。

2） 最近のものとして、例えば次のものがある［Arora and Jayaram (eds.) 2013; Fujikura 2013; Gellner and 
Hachhethu (eds.) 2008］。また、谷川昌幸は、ウェブ上でこの問題について継続的・精力的に論じている
<http://nepalreview.wordpress.com/>（2014 年 7 月 31 日最終アクセス）。

3） 21 世紀に南アジア外の著者によって書かれたネパール通史として、佐伯［2003］、Whelpton［2005］を
参照。

4） この点に関する古典的研究は Baral［2006 (1977)] である。また、パンチャーヤト時代の地方レヴェルの
選挙と政治が予定調和的なものとは程遠く、村レヴェルでの派閥の問題と結びついて複雑な様相を呈し
たことは、Borgström の民族誌［1980］が示す通りである。

5） 参照したパンフレット類は、東洋文化研究所所蔵の日本ネパール協会旧蔵資料に含まれたものである（cf.  
名和（編）2013）。

6） ここで仮に「人民」と訳した語は janatā、「人民代表」は janapratinidhi である。prajā の語は本稿の語義説
明の冒頭にしか出てこない。このことは、辞書編纂者が、後に問題となる prajā の語義を強く意識しては
いなかったことを示唆する。
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7） なお、ラナ時代のネパールで秘密裏に作られた政党、Nepāl Prajā Pariśad も prajā の語を用いている。

8） プラジャタントラという語への批判は、一部左翼に限定されない。Susan Hangen［2010］は、ネパール
最東部の一部を主たる基盤とする民族政党モンゴル国民組織の Gopal Gurung が、既に 1980 年代に、プ
ラジャには王に対する臣民の意味があるためプラジャタントラは限定された形のデモクラシーに過ぎな
いという批判を展開していたことを指摘している。ただし Hangen 自身、この語への批判が主に左翼に
よって広まったことを認めている。

9） Bal Gopal Shrestha らは、7 政党連合がこの語を使うようになった転機を 2006 年 2 月 1 日の国王のテレビ
演説に求めている［Doorenspleet and Shrestha 2013: 248］。

10） 先に引用した『ネパール語大辞典』では、ガナタントラの項目にジャナタントラ、ジャナタントラの項
目にはプラジャタントラとロクタントラ、ロクタントラの項目にはプラジャタントラがそれぞれ同義語
としてあげられているのだが、これは上述の通りプラジャタントラの語にのみ二つの語義が挙げられて
いることと関係していよう。

11） Susan Hangen は、ネパール極東部における小政党の活動に関する優れた民族誌の結論で、次のように述
べている。「1990 年の人民運動 people’s movement の中で、デモクラシーはプラジャタントラを意味して
いた。それは第一に、パンチャーヤト体制の終焉および人々が自らの政治的意見を投票し、組織を作り、
国家の政策と実践に影響を与えることが可能な多党制の確立であった。…2006 年の第二次人民運動では、
ロクタントラ或いはガナタントラと呼ばれる新たな形のデモクラシー、つまり王制の終焉がめざされた」

［164］。しかし、本節の議論を踏まえると、プラジャタントラの語をこのように限定的に理解すること
は、この語を巡る歴史的な過程を忘却したものと言わざるを得ない。実際、パンチャーヤト時代には、
プラジャタントラの日（ビクラム暦ファグン月 7 日、ラナ体制が終わった日を記念）が祝日とされてき
た。なお、プラジャタントラの日は 2014 年現在も祝日として存続している。一方、ロクタントラの日

（バイサク月 11 日、ギャネンドラ国王による親政が終了した日を記念）、ガナタントラの日（ジェート月
15 日、王制が終わり、ネパールが民主共和国になった日を記念）が、新たに暦に付け加わっている。ロ
クタントラとガナタントラが、国王が権力を行使しないデモクラシーと、リパブリックにそれぞれ対応
していることは、ここからも見て取れる。

12） 代表的な議論を一つだけ挙げれば、ネイション形成とマイノリティの権利の弁証法を論じたキムリッカ
［2012］。

13）例えば以下を参照［Burghart 1996; Gaige 1975; Gellner 2001; Gellner (ed.) 2003; Gellner, Pfaff-Czarneca and 
Whelpton (eds.) 1997; Guneratne (ed.) 2010, 2011; Hangen 2010; Lawoti and Guneratne (eds.) 2010; Lecomte-
Tilouine 2009; Lecomte-Tilouine and Dollfus (eds.) 2003; Onta 2006; Shneiderman 2013; Toffin 2013; Whelpton, 
Gellner and Pfaff-Czarnecka 2008］。

14） 加えて、カトマンドゥ盆地を主たる故地とするネワールの一部は、官僚等としてかなりのプレゼンスを
占めてきた。他方ネワールは、近代ネパールにおいて自らの言語を抑圧されてきた歴史を持つ。

15） 民族政党 Mongol National Organization に関する Hangen の民族誌［2010］は、居住地での先住性を主張し
難い民族に属する人々が、ジャナジャーティという語を批判しつつ、個別の民族を越えた「人種」の論
理により「モンゴル」の人々を糾合し、「マジョリティ」に対抗しようとする試みと、その理論的・実践
的限界を描いたものとして読める。

16） 現在国立民族学博物館において共同研究「ネパールにおける「包摂」をめぐる言説と社会動態に関する比
較民族誌的研究」が進行中であり、詳細は、その成果出版物において、多角的に論じられる予定である。

17） 主要政党の運営が多くの場合民主的でなく上意下達的だという指摘は、既に多くの政治学者によりなさ
れている［Kumar 2008; Baral, Hachhethu and Sharma 2001; Lawoti 2007 等］。なお本稿では、紙幅の制限も
あり、ネパールの民主主義の主要なアクターである個々の政党の記述分析を提供することは出来ない。

18） 市民社会、開発と援助といった領域とデモクラシーを巡る問題については、例えば次の文献を参照
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8） プラジャタントラという語への批判は、一部左翼に限定されない。Susan Hangen［2010］は、ネパール
最東部の一部を主たる基盤とする民族政党モンゴル国民組織の Gopal Gurung が、既に 1980 年代に、プ
ラジャには王に対する臣民の意味があるためプラジャタントラは限定された形のデモクラシーに過ぎな
いという批判を展開していたことを指摘している。ただし Hangen 自身、この語への批判が主に左翼に
よって広まったことを認めている。

9） Bal Gopal Shrestha らは、7 政党連合がこの語を使うようになった転機を 2006 年 2 月 1 日の国王のテレビ
演説に求めている［Doorenspleet and Shrestha 2013: 248］。

10） 先に引用した『ネパール語大辞典』では、ガナタントラの項目にジャナタントラ、ジャナタントラの項
目にはプラジャタントラとロクタントラ、ロクタントラの項目にはプラジャタントラがそれぞれ同義語
としてあげられているのだが、これは上述の通りプラジャタントラの語にのみ二つの語義が挙げられて
いることと関係していよう。

11） Susan Hangen は、ネパール極東部における小政党の活動に関する優れた民族誌の結論で、次のように述
べている。「1990 年の人民運動 people’s movement の中で、デモクラシーはプラジャタントラを意味して
いた。それは第一に、パンチャーヤト体制の終焉および人々が自らの政治的意見を投票し、組織を作り、
国家の政策と実践に影響を与えることが可能な多党制の確立であった。…2006 年の第二次人民運動では、
ロクタントラ或いはガナタントラと呼ばれる新たな形のデモクラシー、つまり王制の終焉がめざされた」

［164］。しかし、本節の議論を踏まえると、プラジャタントラの語をこのように限定的に理解すること
は、この語を巡る歴史的な過程を忘却したものと言わざるを得ない。実際、パンチャーヤト時代には、
プラジャタントラの日（ビクラム暦ファグン月 7 日、ラナ体制が終わった日を記念）が祝日とされてき
た。なお、プラジャタントラの日は 2014 年現在も祝日として存続している。一方、ロクタントラの日

（バイサク月 11 日、ギャネンドラ国王による親政が終了した日を記念）、ガナタントラの日（ジェート月
15 日、王制が終わり、ネパールが民主共和国になった日を記念）が、新たに暦に付け加わっている。ロ
クタントラとガナタントラが、国王が権力を行使しないデモクラシーと、リパブリックにそれぞれ対応
していることは、ここからも見て取れる。

12） 代表的な議論を一つだけ挙げれば、ネイション形成とマイノリティの権利の弁証法を論じたキムリッカ
［2012］。

13）例えば以下を参照［Burghart 1996; Gaige 1975; Gellner 2001; Gellner (ed.) 2003; Gellner, Pfaff-Czarneca and 
Whelpton (eds.) 1997; Guneratne (ed.) 2010, 2011; Hangen 2010; Lawoti and Guneratne (eds.) 2010; Lecomte-
Tilouine 2009; Lecomte-Tilouine and Dollfus (eds.) 2003; Onta 2006; Shneiderman 2013; Toffin 2013; Whelpton, 
Gellner and Pfaff-Czarnecka 2008］。

14） 加えて、カトマンドゥ盆地を主たる故地とするネワールの一部は、官僚等としてかなりのプレゼンスを
占めてきた。他方ネワールは、近代ネパールにおいて自らの言語を抑圧されてきた歴史を持つ。

15） 民族政党 Mongol National Organization に関する Hangen の民族誌［2010］は、居住地での先住性を主張し
難い民族に属する人々が、ジャナジャーティという語を批判しつつ、個別の民族を越えた「人種」の論
理により「モンゴル」の人々を糾合し、「マジョリティ」に対抗しようとする試みと、その理論的・実践
的限界を描いたものとして読める。

16） 現在国立民族学博物館において共同研究「ネパールにおける「包摂」をめぐる言説と社会動態に関する比
較民族誌的研究」が進行中であり、詳細は、その成果出版物において、多角的に論じられる予定である。

17） 主要政党の運営が多くの場合民主的でなく上意下達的だという指摘は、既に多くの政治学者によりなさ
れている［Kumar 2008; Baral, Hachhethu and Sharma 2001; Lawoti 2007 等］。なお本稿では、紙幅の制限も
あり、ネパールの民主主義の主要なアクターである個々の政党の記述分析を提供することは出来ない。

18） 市民社会、開発と援助といった領域とデモクラシーを巡る問題については、例えば次の文献を参照
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［Heaton-Shrestha and Adhikari 2013; Fujikura 2013; Leve 2012; Tamang 2002］。

19） なお、1990 年と 2006 年に、最終的に「民主化」乃至「人民運動」の帰趨を決めたのは、政党による動
員の枠を越え、政府の禁を破って街頭に出た膨大な数の人々だった［小倉 1999, 2007］。

20） こうした局面で重要になるのが活動家である［Gellner and Hachhethu (eds.) 2008; Gellner (ed.) 2009, 2010］。
ここで重要なのは「社会への意味ある参加」という問題［Fujikura 2014: 9］だが、「意味」が常に現在か
ら遡及する形で語られることは、常に考慮されるべきである。

21） 多くのストライキやバンダは両者の中間に位置付けられる。例えば本稿執筆中の 2014 年 7 月 27 日にカ
トマンドゥの国立ビール病院の医師達が、基本的な医療機器の改善等を求めて無期限ストライキを開始
したことが、各種メディアにより報道された。この場合、要求は公共の利益に資するものであり、スト
ライキ以前には問題が解決される気配がなかった一方、多くの患者が時に致命的な影響を受けることに
なっている。

22） 詳細な検討は本稿の範囲外となるが、近年の研究成果として例えば以下を参照［Lecomte-Tilouine 2013; 
Pettigrew 2013; Shah and Pettigrew 2012］。

23） ［Hutt (ed.) 2004: 16; Pfaff-Czarnecka 2004: 166–191］等を参照。

24） 政党に関して、強く支持する 13.7%、それなりに支持する 38.9%。2008 年に行われた調査でもほぼ同様
の結果である（ただし中央政府と地方政府は分けられていない）が、政党に関しては強く支持する人の
割合が減り（9.4%）、ある程度支持する人の割合が大幅に増加している（47.6%）。またマオイストの項
目が付け加わったが、強く支持する人、ある程度支持する人の割合はそれぞれ 10.6%、38.3%であった

［Hachhethu et al. 2008］。なお、Doorenspleet and Shrestha［2013]――つまらない誤記やミスが多い論文で
ある――における Hachhethu のデータのへの言及は不正確である。

25） Lauren Leve［2012] は、Gorkha 郡での調査を基に、デモクラシーに対するより厳しい村レヴェルの声を
紹介している。

26） よい代表を選べばよい憲法が出来て全てが良くなる、というメッセージを流していたのは、むしろ 2008
年制憲議会選挙における選挙管理委員会であった［名和 2008］。

27） 2008 年制憲議会選挙を見た経験も含めて言えば、ネパールの近年の国政選挙は、ネパール全土のインフ
ラストラクチャーや動員可能な人員等の状況を前提として、選挙の公平性を、投票と開票の双方におい
て諸政党の相互監視を利用しつつ担保する一方、投票の匿名性を最大限確保すべく制度設計がなされて
いる。ただし、山がちの国土を持つネパールにおいて、どこに投票所を置くかはしばしば特定の候補者
の利害に直結するため、投票所の設定を巡って選挙前に駆け引きが行われることは大いにあり得る。

28） BJP 政権下のインドと習近平政権下の中国という外的要因も指摘されている。

29） 因みにマオイストの比例区得票率は 29%から 15%に大幅低下した。

30） ただし、Lal［2014］が指摘するように、投票の前提となる citizenship certificate が全ての国民に行き渡っ
ていないこと、また大量の海外出稼ぎ者の存在から、この数字を額面通り受け止めることは出来ないこ
とに注意。
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